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自分や大切な人が｢被害者｣にも｢加害者｣にもなり得るのが交通事故です。

交通事故で悲しい思いをする人を一人でも減らすため、ドライバーも、歩行者

も交通安全に気を配り、交通マナーアップを推進していきましょう。
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令和８年４月１日から､道交法の一部が改正され､

自転車を含む軽車両の一定の交通違反に､交通反則

通告制度(いわゆる｢青切符｣)が適用されるようにな

ります。

自転車等の軽車両を利用する際は、これまで以上

に交通ルールを守り安全に利用しましょう。

なお、酒気帯び運転等の重大な違反については、

従来どおり、刑事処分の対象となります。

自転車等の一定の交通違反に｢青切符｣を導入

【自転車安全利用五則】

①車道が原則、左側を通行／歩道は例外、歩行者を優先

②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

③夜間はライトを点灯

④飲酒運転は禁止

⑤ヘルメットを着用

臨港署では自転車の飲酒運転検挙

が大幅に増加‼

車同様、自転車の飲酒運転も絶対に

しないで下さい。捕まります‼

博多臨港警察署では､交通安全県民運動の一環として､４月６日の１４時頃から福岡国際会

議場前の道路において､交通安全協会員の方々と協同して交通安全に関する広報活動｢セーフ

ティステーション｣の開催を予定しております。

警察署員考案の海産物をもじった交通安全に関するダジャレで広報活動を行います。

セーフティステーションの開催

臨港署管内でも､高齢者宅に対するニセ電話詐欺が疑われる電話が発生しており､

今後も同様の電話が発生する可能性は否定できません。

博多臨港警察署業務説明会

電話の相手が､お金や個人情報に関することを聞いてきた

場合､詐欺である可能性を疑い､その場で回答することなく一度電話を

切断したうえで､掛かってきた電話番号や関係先への確認を行い､知人

や警察へ相談をするなどして詐欺の被害にあわないようにしてください。

警察官の仕事に興味ありませんか？
お近くの臨港警察署で丁寧にご説明し

ます。
お一人でも気軽にお越しください。

＜連絡先＞
博多臨港警察署総務課（倉橋）
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